
 

 
令和７年４月１１日 

 

科学研究費補助金申請書レビュー業務に関する公募 
 

１．企画競争に付する事項 

   科学研究費補助金申請書レビュー業務の企画競争（別冊仕様書のとおり） 

 

２．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

 （１）国立大学法人山形大学契約事務取扱規程第５条及び第６条の規定に該

当しない者であること。 
    なお，未成年者，被保佐人又は補助人であって，契約締結のために必

要な同意を得ている者は，同条中，特別な理由がある場合に該当する。 
 （２）国立大学法人山形大学から取引停止の措置を受けている期間中の者で

ないこと。 

 

３．企画提案書等の提出方法等 

 （１）企画提案書等の提出方法 

    別冊公募要領に示す提出書類を，下記期限までに郵送又は持参するこ

と。 

 （２）企画提案書等の提出期限等 

    提出期限：令和７年５月２日（金）１２時必着 

    提 出 先：下記に示す場所 

 

４．説明会の開催日時及び開催場所 

   開催日時：令和７年４月２２日（火）１５時 

   開催場所：Zoomによるオンライン開催 

なお，説明会に参加する場合は，４月１８日（金）までに，下記担当へ

その旨連絡すること。 
 
５．事業規模（予算） 

      別冊，公募要領等による。 

 

 

企画競争に関する公募 



６．選定方法等 

   別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき，科学研究費補助金申請書

レビュー業務選定委員会において行う。 

 

７．その他 

   本件に関するその他必要事項については，公募要領等によるものとする。 
 

 

【本件担当・連絡先】 

 住 所：〒990-8560 山形県山形市小白川町一丁目４番１２号 

 担 当：国立大学法人山形大学 

     小白川キャンパス事務部運営支援課  担当 鈴木 

 ＴＥＬ：０２３－６２８－４８９１ 

 ＦＡＸ：０２３－６２８－４８８９ 

 Ｅ－ｍａｉｌ：yu-keiyak@jm.kj.yamagata-u.ac.jp 
                                         



公 募 要 領 

 

１．事 業 名 科学研究費補助金申請書レビュー業務の企画競争 

 

２．事業の目的 山形大学では，若手研究者や大型競争的研究費にチャレンジする意欲の高

い研究者を応援するために，研究力強化のための総合支援パッケージを構

築している。この活動の一環で，科学研究費補助金に応募する際の支援体制

を充実させることで，科学研究費補助金の採択数を増加させるとともに，研

究活動を活発化させ，ひいては研究力強化につなげていくことを目的とす

る。 

 

３．事業の内容 申請者に対して，支援システムを通して科学研究費補助金の申請書レビュ

ーを実施する。（詳細は別冊仕様書を参照） 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 国立大学法人山形大学契約事務取扱規程第５条及び第６条の規定に該当しない者で

あること。 

なお，未成年者，被保佐人又は補助人であって，契約締結のために必要な同意を   

得ている者は，同条中，特別な理由がある場合に該当する。 

(2) 国立大学法人山形大学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

５．参加表明書の提出 

 (1) 参加表明書の提出は不要とする。（ただし，企画提案書の提出に必要な公募要領等は

下記６．(1)に示す連絡先にて書類を交付する。） 

 

６．企画提案書等の提出方法等 

(1) 企画提案書等の提出場所，企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先 

〒990-8560 山形県山形市小白川町一丁目４番１２号 

国立大学法人山形大学小白川キャンパス事務部運営支援課 担当 鈴木 

ＴＥＬ ０２３－６２８－４８９１ 

ＦＡＸ ０２３－６２８－４８８９ 

Ｅ－ｍａｉｌ yu-keiyak@jm.kj.yamagata-u.ac.jp  

(2) 企画提案書等の提出方法 

提出方法は，郵送又は持参すること。 

○郵送 

・簡易書留，宅配便等で送付すること。 



・提案書類は紙媒体で提出すること。 

・募集締切後，受領通知を事務連絡先に送付する。 

○持参 

・受付時間：平日８時３０分～１７時(１２時１５分～１３時を除く) 

・提案書類は紙媒体で提出すること。 

・募集締切後，受領通知を事務連絡先に送付する。 

 ○その他 

・企画提案書を提出する際には，組織の代表者名で，本件に対する応募の意思を

明確に示す書面を提供すること。 

・企画提案書に関する事務連絡先(照会先)を明記すること。 

・企画提案書は，日本語及び日本国通貨により作成し提出すること。 

(3) 提出書類 

①企画提案書(提案内容等がわかるもの)    …６部 

②進行予定表       …６部 

③実施体制       …６部 

④提案に要する総費用      …本紙１部及びコピー６部 

⑤会社概要       …６部 

⑥他大学、官公庁、企業における実績    …６部 

⑦審査基準にあるワーク・ライフ・バランス等の推進に関する 

評価における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等 

相当確認通知がある場合は，その写し       …６部 

(4) 企画提案書等の提出期限等 

提出期限：令和７年５月２日(金)１２時必着 

提 出 先：上記(1)に示す場所 

(5) その他 

①提案者は，別冊の仕様書，契約書(案)及び契約基準を熟覧の上，見積りしなけれ

ばならない。この場合において，当該仕様書等についての不知又は不明を理由とし

て異議を申し立てることはできない。 

②企画提案書等の作成費用については，選定結果に拘わらず企画提案者の負担と

する。また，提出された企画提案書等については返却しない。 

 

７．説明会の開催日時及び開催場所 

開催日時：令和７年４月２２日(火)１５時 

開催場所：Zoom によるオンライン開催 

 

 



８．事業規模(予算) 

科学研究費補助金申請書レビュー業務実施にあたっての予算は，9,000,000円以内（使

用するシステム利用料等を含むすべての費用（税込価格）とする。）とする。 

 

９．選定方法等 

(1) 選定方法 

提案された各内容並びにプレゼンテーション 

①日時：令和７年５月１３日（火）１０時 

②場所：Zoomによるオンライン開催 

③科学研究費補助金申請書レビュー業務選定委員会において，企画提案書等の内

容に対するヒアリングを実施する。 

(2) 審査基準 

別途定めた審査基準のとおり。 

(3) 選定結果の通知 

選定終了後，すべての提案者に選定結果を通知する。 

 

１０．契約締結 

選定の結果，契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。なお，

契約金額については業務計画書の内容を勘案して決定するものとするので，企画提案

者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また，契約条件等が合致しない  

場合には契約締結を行わない場合がある。 

 

１１．スケジュール 

①公募開始：令和７年４月１１日（金） 

②説 明 会：令和７年４月２２日（火）１５時 

③企画提案書提出期限：令和７年５月 ２日（金）１２時必着 

④審査期間：令和７年５月 ２日（金）～５月上旬・中旬 

⑤プレゼンテーション：令和７年５月１３日（火）１０時 

⑥契約締結：令和７年５月中旬（予定） 

⑦業務期間：契約締結日から令和８年３月３１日(火)まで 

 

１２．その他 

事業実施にあたっては，契約書及び企画提案書等を遵守すること。 



国立大学法人山形大学 
科学研究費補助金申請書レビュー業務仕様書 

 
１．件名 

科学研究費補助金申請書レビュー業務 

２．目的 
山形大学では、若手研究者や大型競争的研究費にチャレンジする意欲の高い研究者

を応援するために、研究力強化のための総合支援パッケージを構築している。この活
動の一環で、科学研究費補助金に応募する際の支援体制を充実させることで、科学研
究費補助金の採択数を増加させるとともに、研究活動を活発化させ、ひいては研究力
強化につなげていくことを目的とする。 

３．業務内容 

 (1)申請書レビュー 

• 申請者に対して個別に研究計画調書作成の支援を実施する。 

• 支援にあたって、次項に掲げる支援システムを通したファイルの送受信、及びコメント欄

を使用して申請者からの質問等を受け付ける。 

• 申請書レビューは「評点要素の確認、文章構成、必要事項の記載、費用算定、挿入図の作

成」などに関しての改善点や修正点を、支援システムを通して連絡する。 

• 申請書レビューは、令和８年度科研費研究計画調書（国際共同研究強化については令和７

年度）のほか、過年度の科研費申請に対する評価の分析や草案等も対象とする。 

• 様式点検は、JSPS科研費電子申請システムで作成した、令和８年度科研費研究計画調書

（国際共同研究強化については令和７年度）の確認用PDFを対象とする。 

• 支援回数は、申請期間を踏まえて発注者及び受注者が決定した期間内は無制限とする。 

 

(2)支援システム 

• 受注者が提供する申請書レビューは、原則として受注者が独自に開発した支援システムを

使用して実施する。 

• 支援システムでは、発注者個別のURL設定、管理者ID、申請者IDの発行を行う。 

• 申請者とは、当該支援を受ける申請書類を作成する研究代表者をいう。管理者とは、発注

者の担当者で支援期間中に申請者が円滑に支援を受けられるように受注者からの確認事項

等の窓口対応を行うものをいう。 

• 申請者IDでは、申請書レビューに伴う申請書類の登録、及びダウンロードを可能とす

る。 

• 管理者IDでは、申請者の登録状況の確認、並びに登録申請書類及びレビューのダウンロ

ードを可能とする。また、申請者に代わり申請書類の代理登録を行うことも可能とする。 

 

4. 業務委託期間 
契約締結日から令和８年3月31日まで 



 

５．事業規模（予算） 
    9,000,000円以内 

（使用するシステム利用料等を含むすべての費用（税込価格）とする。） 
     支援予定人数は、以下のとおりとする。 

・基盤研究(A) 5名 
・基盤研究(B) 35名 
・基盤研究(C) 70名  
・若手研究 30名 
・挑戦的研究(開拓) 5名 
・挑戦的研究(萌芽) 5名 
・国際共同研究強化 5名 
・学術変革領域研究(A)(公募研究)5名 

 
６．実施に当たっての留意事項 
• 受注者は、本業務等を適切かつ円滑に実施するため、発注者と常に密接な連絡を取り、十分な打

合せを行うこと。 
• 詳細事項及び内容に疑義が生じた場合、並びに業務上重要な事項については、受注者は事前に

発注者と協議を行い、その指示に従うこと。 
• 本仕様に記載のないものについては、発注者と受注者が協議して決定するものとする。 

 
７. 秘密の保持 

受注者は、業務遂行の過程で知りえた情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。 

 
８. 実施場所 

山形大学（山形県山形市小白川町1丁目4-12）及びオンライン 
以上 



審 査 基 準 

 
Ⅰ 採択案件の決定方法 

提案された企画について審査を行い、各評価項目の得点合計が最も高い者を採択案件に決定する。

ただし、各評価項目の得点合計が３５点を満たさない場合は、不採択とする。 

 
Ⅱ 審査方法 

「企画提案書」基づき、山形大学に設置された科学研究費補助金申請書レビュー業務選定委員会が書類

選考及び面接選考を実施する。 

なお、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。 

 
Ⅲ 評価方法 

別添「審査における評価基準」に則り評価を行い、科学研究費補助金申請書レビュー業務選定委員会に

おける審査委員が各々評価した結果の合計を平均したものを当該提案者の得点とする。 



審査における評価基準 

 

評価要素及び評価基準は、次のとおりとする。 

Ⅰ 評価要素 

１．業務内容に関する要素 

① 本学の要請する業務内容を満たしていること。 

② 業務の実施方法、内容等が具体性・適正性・効率性に優れていること。 

③ ①②に加え、業務目的、業務内容についての趣旨を踏まえ、工夫した提案内容が随所に見られ、 

山形大学の研究力強化に寄与するものとなっていること。 

④ 提案内容に対して、妥当な積算・経費が示されていること。 

 
２．業務実施主体に関する要素 

① 業務を適切に遂行するための専門的知識および技術力を有していること。 

② 業務実施に必要な人員・組織体制が整っていること。 

③ 実施スケジュール等が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。 

④ 業務を効果的に遂行するために必要な実績等を有していること。 

 
３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する要素 

① ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認

を有していること。 

 



Ⅱ 評価基準 
 

評価項目 
 

点数 
  評 価 基 準  

大変優れている 優れている  普 通  やや劣っている 劣っている 

１－① ５ ５ ４ ３ ２ １ 

１－② ５ ５ ４ ３ ２ １ 

１－③ １０ １０ ７ ５ ３ １ 

１－④ ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－① １０ １０ ７ ５ ３ １ 

２－② ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－③ ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－④ ５ ５ ４ ３ ２ １ 

３－① １．５ 以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。 

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基

づく認定（えるぼし認定） 

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。） 

＝０．５点 

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。） 

＝１点 

・認定段階３＝１．５点 

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義

務がない事業主（常時雇用する労働者の数が３００人以下のもの）に限

る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）） 

＝０．２点 

○ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・

プラチナ認定企業） 

・くるみん認定＝０．５点 

・プラチナくるみん認定＝１点 

○ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝１点 

○ 上記に該当する認定等を有しない＝０点 

 
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人につい

ては、相当する各認定等に準じて評価する。 

 



（契約事務）別記様式8の4(役務) 

 

役 務 提 供 請 負 契 約 書（案） 

 

  件 名  科学研究費補助金申請書レビュー業務 

 

  請負代金額  金          円也 

         (うち消費税額及び地方消費税額       円) 

 
 

 発注者 国立大学法人山形大学 と 受注者 ○○○○○○○○○○ との間におい

て，上記の業務(以下「業務」という。)について，上記の請負代金額で，次の条項により

請負契約を結ぶものとする。 

第1条 受注者は，別紙の仕様書に基づき，信義に従い誠実に業務を実施するものとする。 

第2条 業務実施場所は，仕様書指定の場所とする。 

第3条 業務期間は，契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

第4条 業務完了通知書は，山形大学小白川キャンパス事務部運営支援課財務会計担当に送

付するものとする。 

第5条 請負代金は，検査に合格した日の翌々月末までに，１回に支払うものとする。 

第6条 契約保証金は，免除する。 

第7条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させて

はならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

第8条 受注者又はその使用する者は，業務上知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目

的に利用してはならない。 

2 前項の規定は，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

第9条 受注者は，業務の全部又は一部を第三者（以下「下請負人」という。）に委任し，

又は請け負わせること（以下「下請負等」という。）をしてはならない。ただし，業務

の一部を第三者に請け負わせる必要がある場合は，あらかじめ，発注者の書面による承

諾を得るものとする。 

2 前条の規定は，下請負等をする場合にも適用する。 

第10条 受注者は，故意又は過失その他受注者の責に帰すべき事由により発注者に損害を

与えた場合は，その損害を賠償しなければならない。 

第11条 受注者は，発注者から提供された個人情報（生存する個人に関する情報であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等（文書，図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され，若しくは記録され，又は音声，

動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ，それにより特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）について，善良な

る管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 

 



2 受注者は，次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし，事前に発注者の承認を得

た場合は，この限りではない。 

（1）発注者が提供し，又は業務に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報を第三者

（下請負等する場合における下請負等事業者を含む。）に提供し，又はその内容を知

らせること。 

（2）発注者が提供し，又は業務に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報について，

業務を遂行する目的の範囲を超えて利用，複写，複製，又は改変すること。 

3 受注者は，発注者が提供し，又は業務に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報

の漏えい，滅失，毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 

4 発注者は，必要があると認めるときは，所属の職員に，受注者の事務所，事業場等にお

いて，発注者が提供し，又は業務に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報の管

理が適切に行われているか等について調査をさせ，受注者に対し必要な指示をすること

ができる。受注者は，発注者からその調査及び指示を受けた場合には，発注者に協力す

るとともにその指示に従わなければならない。 

5 受注者は，発注者が提供し，又は業務に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報

を，業務完了後，廃止後，又は解除後速やかに発注者に返還するものとする。ただし，

発注者が別に指示したときは，その指示によるものとする。 

6 受注者は，発注者が提供し，又は業務に関して受注者が収集若しくは作成した個人情報

について漏えい，滅失，毀損，その他本条に係る違反等が発生し，又はその発生のおそ

れを認識した場合には，発注者に速やかに報告し，その指示に従わなければならない。 

7 第１項及び第２項の規定については，業務を完了し，廃止し，又は解除した後であって

も，なおその効力を有するものとする。 

8 受注者は，業務の遂行上，個人情報の取扱いの全部又は一部について下請負等をする場

合（下請負人が発注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に

規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）には，発注者に対し，下請

負等をする旨，下請負人の名称及び住所を事前に書面により通知し，発注者の書面によ

る許諾を得るものとする。 

9 受注者は，下請負等をする場合，下請負人に対して，この条に定める安全管理措置その

他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する受注者の義務と同等の義務を課すととも

に，必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

第12条 受注者は，発注者が規定する不正行為に該当したときは，発注者に違約金を支払

わなければならない。 

2 前項の違約金の額は請負代金額の十分の一に相当する金額とし，発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。 

3 前項の規定にかかわらず，発注者は，自己の生じた実際の損害が同項に規定する違約金

の額を超える場合において，受注者に対しその超過分の損害につき賠償を請求すること

ができる。 

第13条 発注者は，受注者が本契約に定める義務を履行しないとき，及び契約の締結又は

履行について不正な行為があったときは，本契約を解除することができる。 



2 前項の規定により契約が解除された場合においては，受注者は，請負代金額の十分の一

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

第14条 この契約についての必要な細目は，国立大学法人山形大学が定めた役務提供請負

契約基準によるものとする。 

第15条 この契約について，発注者受注者間に紛争を生じたときは，双方協議の上これを

解決するものとする。 

第16条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，発注者受

注者間において協議して定めるものとする。 

第17条 本契約に関する訴えの管轄は，発注者の所在地を管轄区域とする山形地方裁判所

とする。 

 

 上記契約の成立を証するため，発注者受注者は次に記名し，印を押すものとする。 

 この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 
 

  令和７年  月  日 

 
 

発注者 山形県山形市小白川町一丁目4番12号 

    国立大学法人山形大学 

    小白川キャンパス長  大 西 彰 正 

 

 

受注者 住 所                  

    ○○○○○○○○○            

     ○○○○○ ○○○ ○○○  印    
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別記第一号 

役務提供請負契約基準 

 

 この基準は，国立大学法人山形大学（以下「本学」という。）における役務提供に関する請

負契約の一般的約定事項を定めるものである。 

 

 （総則） 

第一 発注者及び受注者は，契約書及びこの契約基準に基づき，仕様書に従い，日本国の法令

を遵守し，この契約（契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負

契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は，契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内に完了するものとし，発注者

は，その請負代金を支払うものとする。 

３ 役務提供の実施方法等請負履行のために必要な一切の手段については，契約書及びこの約

基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任において定める。 

４ 発注者及び受注者は，この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持し

なければならない。 

５ 契約書及びこの契約基準に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により

行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。 

７ 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。 

８ 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては，民法（明治二十九

年法律第八十九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の定めるところによるもの

とする。 

９ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

10 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所に

おいて行うものとする。 

 （請負業務の実施の調整） 

第二 発注者は，受注者の実施する請負業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の請

負業務が密接に関連する場合において，必要があるときは，その実施につき，調整を行う

ものとする。 

  この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の実施する請負業務の

円滑な履行に協力しなければならない。 

 （経費内訳明細書等の提出） 

第三 受注者は，この契約締結後十五日以内に，経費内訳明細書及び業務等実施計画表（以下

「内訳書及び計画表」という。）を作成し，発注者に提出しなければならない。ただし，

発注者が，受注者に提出を必要としない旨の通知をした場合は，この限りでない。 

２ 内訳書及び計画表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 （権利義務の譲渡等） 

第四 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはな

らない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

 （委任又は下請負の禁止） 

第五 受注者は，請負業務の全部又は一部を第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
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ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

 （下請負人の通知） 

第六 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す

ることができる。 

 （監督職員） 

第七 発注者は，必要がある場合は，監督職員を置き，契約の履行について監督させることが

できる。 

２ 発注者は，前項の監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも同様とする。 

３ 監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる

事項のうち，第二に示す請負業務の実施の調整に関する事項のほか，仕様書に定めるとこ

ろにより，仕様書に基づく契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者

に対する指示，承諾又は協議，及び請負業務の実施状況の検査の権限を有する。 

４ 発注者が監督職員を置いたときは，契約書及びこの契約基準に定める請求，通知，報告，

申出，承諾及び解除については，仕様書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うも

のとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものと

みなす。 

５ 発注者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限

は，発注者に帰属する。 

 （履行報告） 

第八 受注者は，仕様書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなけ

ればならない。 

 （貸与物品等の管理） 

第九 発注者が，受注者に貸与する物品（施設を含む。）等（以下「貸与物品等」という。）

の品名，数量等については，仕様書等に定めるところによる。 

２ 貸与物品等の引渡し及び受領については，書面により明確にしなければならない。 

３ 受注者は，貸与物品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受注者は，故意又は過失により貸与物品等が滅失若しくは毀損し，又はその返還が不可能

となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，

又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

 （仕様書の変更） 

第十 発注者は，必要があると認めるときは，仕様書の変更内容を受注者に通知して，仕様書

を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは

履行期間若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 

 （履行期間等の変更方法等） 

第十一 履行期間若しくは請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし，協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受

注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知する

ものとする。ただし，発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から七

日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に
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通知することができる。 

３ 契約書及びこの契約基準の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受

けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議をして

定める。 

 （一般的損害） 

第十二 契約の履行その他請負業務の実施に関して生じた損害については，受注者がその費用

を負担する。ただし，その損害（火災保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発

注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。 

 （検査） 

第十三 受注者は，請負業務が完了したときは，業務完了通知書により発注者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から十四日以内に受注

者の立会いの上，仕様書に定めるところにより，当該請負業務の完了を確認するための検

査を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は，前項の検査に合格しないときは，発注者の指示により，直ちに仕様書に定める

請負業務を改めて履行し，発注者による検査を受けなければならない。 

 （請負代金の支払） 

第十四 発注者は，第十三第二項の検査を行い，合格したときは，検査に合格した日の翌々月

末までに請負代金を支払わなければならない。 

２ 発注者は，第十三第二項の検査を行い，合格したときは，検査に合格した翌月中に支払予

定額を受注者に通知するものとする。受注者は，通知された支払予定額を確認し，異議が

ある場合には，支払予定額の通知を受けた日から十日以内に発注者に通知するものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第十三第二項の期間内に検査をしないときは，そ

の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下「約定期間」

という。）の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間

の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了

したものとみなす。 

 （部分払） 

第十五 受注者は，請負業務の完了前に，請負業務の履行済部分に相応する請負代金相当額の

全額について，次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 

２ 受注者は，部分払を請求するときは，あらかじめ，当該請求に係る履行済部分の確認を発

注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から十四日以内に，前項の確認をす

るための検査を行い，当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は，前項の規定による確認があったときは，請負代金部分払請求書により部分払を

請求することができる。この場合においては，発注者は，当該請求を受けた日から十四日

以内に部分払金を支払わなければならない。 

５ 部分払金の額は，第三項に規定する検査において確認した請負業務の履行済部分に相応す

る請負代金相当額の全額とする。 

６ 第四項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合において

は，第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の

対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 
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 （契約不適合責任） 

第十六 発注者は，引き渡された請負の目的物が種類，品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは，受注者に対し，目的物の修

補，代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注

者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第一項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内

に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する

ことができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直

ちに代金の減額を請求することができる。 

 一 履行の追完が不能であるとき。 

 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 三 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完

をしないでその時期を経過したとき。 

 四 前三号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

第十七 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場

合においては，発注者は，損害金の支払を受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は，請負代金額から請負業務の履行済部分に相応する請負代金額を控除

した額につき，遅延日数に応じ，当該契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する

法律(昭和二十四年法律第二百五十六号）に基づき第八条に基づき財務大臣が定める政府契

約の支払遅延に対する遅延利息の率割合で計算した額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により，第十四第二項の規定による請負代金の支払が遅れた

場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，当該契約日における政

府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号）第八条に基づき

財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利

息の支払を発注者に請求することができる。 

 （談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第十七の二 受注者（共同企業体にあっては，その構成員）が，次に掲げる場合のいずれかに

該当したときは，受注者は，発注者の請求に基づき，請負代金額（この契約締結後，請負

代金額の変更があった場合には，変更後の請負代金額。）の十分の一に相当する額を違約

金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 この契約に関し，受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十

二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。）第三条の規定に違反し，又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第八条第一号の規定に違反したことによ

り，公正取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第七条の二第一項（独占禁止法第八条

の三において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命

令」という。）を行い，当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁

止法第六十三条第二項の規定により取り消された場合を含む。）。 

 二 納付命令又は独占禁止法第七条若しくは第八条の二の規定に基づく排除措置命令（これ

らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「事業者等」という。）
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に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものをいい，受注者等に対

して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該

命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において，この契

約に関し，独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の実行としての事

業活動があったとされたとき。 

 三 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第三条又は第八条第一号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野

が示された場合において，この契約が，当該期間（これらの命令に係る事件について，

公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い，これが確定したときは，当該納付命令

における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見

積書の提出を含む。）が行われたものであり，かつ，当該取引分野に該当するものであ

るとき。 

 四 この契約に関し，受注者（法人にあっては，その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治四十年法律第四十五号）第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第

九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は，発注者に生じた実際の損害が違約金の額を超過する場合において，発注者

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

３ 第一項に定める請負代金額は，総価契約にあっては総価，単価契約にあっては契約期間全

体の支払総金額とする。 

４ 前二項の場合において，受注者が共同企業体であるときは，その構成員は，賠償金を連帯

して発注者に支払わなければならない。発注者は既に共同企業体を解散しているときは，

その構成員であった者についても，同様とする。 

５ 第一項の規定は，契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

６ 受注者が共同企業体である場合における第一項の規定については，その構成員が同項各号

のいずれかに該当した場合に適用する。 

 （契約保証金） 

第十八 受注者は，契約保証金を納付した契約において，請負代金額の増額の変更をした場合

は，増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との

差額に相当するものを追加契約保証金として，発注者の指示に従い，直ちに納付しなけれ

ばならない。 

２ 受注者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納付しているときは，当

該契約保証金は，本学に帰属するものとする。 

３ 発注者は，受注者が契約上の義務を履行したときは，受注者の請求に基づき契約保証金を

還付しなければならない。 

 （発注者の解除権） 

第十九 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除すること

ができる。 

 一 正当な理由なく，履行開始日を過ぎても履行を開始しないとき。 

 二 その責めに帰すべき事由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に給付を

完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 

 三 第三の定めにより提出された書類について虚偽又は不正の記載があると認められると

き。 
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 四 前三号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

 五 第二十一第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 六 受注者が，第十七の二第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。 

 七 受注者（受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号に

おいて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を，受注人が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは常時役務提供の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。）第二条第六号に規定する暴力

団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  ロ 暴力団（暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認めら

れるとき。 

  ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

  ヘ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホ

までのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

  ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に，発注者

が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては，受注者は，請負代金額の十分の

一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において，契約保証金の納付が行われているときは，発注者は，当該契約保証

金をもって違約金に充当することができる。 

第二十 発注者は，給付が完了するまでの間は，第十九第一項の規定によるほか，必要がある

ときは，この契約を解除することができる。 

２ 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたと

きは，その損害を賠償しなければならない。 

 （受注者の解除権） 

第二十一 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができ

る。 

 一 発注者がこの契約に違反し，その違反により給付を完了することが不可能になったと

き。 

 二 天災その他避けることの出来ない理由により，給付を完了することが不可能又は著しく

困難となったとき。 

２ 第二十第二項の規定は，前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 
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 （契約解除に伴う措置） 

第二十二 発注者は，この契約が解除された場合においては，請負業務の履行済部分を検査の

上，当該検査に合格した履行済部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければなら

ない。 

２ 受注者は，この契約が解除された場合において，貸与物品等があるときは，当該貸与物品

等を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与物品等が受注者の故

意又は過失により滅失又は毀損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，

又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

３ 第二項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，この契約の解除

が第十九の規定によるときは発注者が定め，第二十又は第二十一の規定によるときは，受

注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第二項後段に規定する受注者のとるべき措

置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

 （契約不適合責任期間等） 

第二十三 発注者は，請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨

を受注者に通知しないときは，発注者は，その不適合を理由として，履行の追完の請求，

代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除（以下第二十三において「請求等」と

いう。）をすることができない。ただし，受注者が引渡しの時にその不適合を知り，又は

重大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。 

２ 発注者は，第一項の請求等を行ったときは，当該請求等の根拠となる契約不適合に関し，

民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

３ 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには

適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定め

るところによる。 

４ 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の

指図により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をす

ることができない。ただし，受注者が，その材料又は指図の不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは，この限りでない。 

 （違約金等の徴収） 

第二十四 受注者が，この契約に基づく違約金，賠償金又は損害金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日

から請負代金額支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と，発注者

の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお，不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき年三パーセントの割合

で計算した額の延滞金を徴収する。 

 （補則） 

第二十五 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め

る。 
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